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計画の概要

計画策定の背景と趣旨
　少子化や人口減少が進み、地域社会や家庭を取り巻く環境が変化する中、社会全体で子どもの成長と子育てを
支えることが重要となっています。子どもを取り巻く様々な問題に対応し、安心して子育てができるまちを実現する
ため、「多賀町子ども・子育て応援プラン2025」を策定しました。

計画の位置づけと期間
本計画は、子ども・若者に関連する法律等を踏まえ、制度的枠組みにとらわれない幅広い子ども・子育て支援の
方向性を示す計画として策定します。
本計画は、「多賀町総合計画」や「多賀町地域福祉計画」をはじめ、関連計画と連携、整合を図り策定するものです。
本計画の期間は、令和７年度から令和11年度までの５年間です。計画期間中であっても、必要に応じて適宜計画
の見直し・更新を行い、実態に即した子育て支援施策を推進します。

計画の策定体制
本計画の策定にあたっては、「多賀町子ども・子育て会議」を設置し、計画関連事項について審議を行いました。
多賀町における児童のいる家庭の状況およびニーズを把握するためのアンケート調査を実施し、結果を本計画
に反映するとともに、計画に対して広く住民のご意見をいただくパブリックコメントを実施しました。

多賀町子ども・子育て会議

多賀町　福祉保健課　教育総務課
事務局

課題等共有 計画検討

第２期計画
評価・分析

統計データ等の整理

住民等のニーズ 整理・分析

就学前・小学生児童
保護者へのニーズ調査

パブリックコメント

住民意向の反映 現況把握
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みんなで応援　子どもと子育て　
親も子も地域も　キラリとひかるまち・多賀

基本目標
　本計画では基本理念の実現に向けて、以下の３つの基本目標に基づき様々な施策を総合的に推進します。

子ども・子育て応援プランがめざすもの

基 本 理 念
　本計画においては、子どもが権利の主体として尊重され、幸せに生きていけるよう、子どもの権利を保障すると
ともに、地域全体で子どもと子育て家庭を応援するまちをめざして、これまでの基本理念を継承し、取組を進めてい
きます。

子どもの権利の保障と
明るい未来を拓く人づくり

基本目標 Ⅰ
子どもを安心して

産み育てることができる
まちづくり

基本目標 Ⅱ
地域とのつながりで、

ゆとりを持って子育てできる
まちづくり

基本目標 Ⅲ
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施策の体系

施
策
目
標

基本目標 Ⅰ 子どもの権利の保障と明るい未来を拓く人づくり

子どもの権利の保障 （１）子どもの権利に関する意識の醸成
（３）子どもに対する相談支援体制の充実

（２）児童虐待防止対策および対応の充実

（２）次代を担う若者の育成支援

（２）食育の推進
（４）思春期保健対策の充実

みんなで応援　子どもと子育て　親も子も地域も
キラリとひかるまち・多賀

1

子どもが健やかに育つ
教育環境の整備

（１）就学前・学校教育の充実
（３）家庭の子育て力の向上2

居場所や体験機会の充実 （１）居場所づくりの推進 （２）子どもの豊かな体験機会の充実3

施
策
目
標

親子の健康づくり支援 （１）親子の健康の確保
（３）小児医療・予防の充実

（２）子どもの貧困対策の推進
（４）外国につながりのある子どもや
　  保護者への支援

（２）子育てに関する情報提供体制の充実

（１）ひとり親家庭の自立支援の推進
（３）障がいのある子どもとその家庭に
　  対する支援

（１）子育てに関する相談体制の充実

基本目標 Ⅱ 子どもを安心して産み育てることができるまちづくり

1

援助の必要な家庭への
支援

2

子育てに関する相談・
情報提供体制の充実

3

（２）仕事と子育ての両立支援

施
策
目
標

仕事と家庭・地域生活の
調和

（１）多様な保育サービスの充実
（３）男女共同子育ての推進

（２）地域における多様な交流の促進（１）地域の子育て力の向上
（３）地域子育て支援活動の育成・支援

（２）交通安全対策の推進
（４）インターネットの利用に関する
　  対策の推進

（１）子どもにやさしいまちづくりの推進
（３）防犯・防災対策の推進

基本目標 Ⅲ 地域とのつながりで、ゆとりを持って子育てできるまちづくり

1

地域における子育て支援2

安全・安心な生活環境
づくり

3
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施策の展開

基本目標 Ⅰ 子どもの権利の保障と明るい未来を拓く人づくり

基本目標 Ⅱ 子どもを安心して産み育てることができるまちづくり

基本目標 Ⅲ 地域とのつながりで、ゆとりを持って子育てできるまちづくり

様々な機会を通じて子どもが意見を表明でき、その意見が尊重される環境づくりを進めるとともに、子どもや子
育て家庭の視点に立った支援に努めます。

学校や家庭等における教育環境の充実、子どもたちの多様な学びや体験機会の充実、安心して過ごすことがで
きる居場所づくり等に取り組むことで、子どもの生きる力と豊かな心を育みます。

不登校や学校に行きづらい子どもなど、子どもへの相談支援体制を充実させるとともに、次世代を担う子ども
が、様々な教育や多様な交流の中で人生を切り拓くための力をつけ、将来に対して明るい希望を持てるような社
会環境づくりを進めます。

施
策
目
標

子どもの権利の保障1

2

3

子どもが健やかに育つ教育環境の整備

居場所や体験機会の充実

施
策
目
標

親子の健康づくり支援1

2

3

援助の必要な家庭への支援

子育てに関する相談・情報提供体制の充実

子どもを安心して産み育てることができるよう、母子保健の推進、病気や障がいの早期発見、適切な医療体制の
整備、思春期における心身の健康づくりなど、妊娠期からの切れ目のない支援を推進します。

子どもの貧困やヤングケアラーなど複合的な課題を抱える子育て家庭について、関係機関との連携を強化し、
課題を把握して支援につなげる体制整備を進めるとともに、相談体制や情報提供体制の充実を図り、誰一人取
り残さず、すべての子どもと子育て家庭を支える環境づくりを進めます。

施
策
目
標

仕事と家庭・地域生活の調和1

2

3

地域における子育て支援

安全・安心な生活環境づくり

子育て家庭の孤立を防ぐとともに、安心して子育てができる環境の整備に努め、子育て家庭の不安の解消に取
り組みます。また、子育てをしながらでも働きやすい職場環境の整備、就労形態の多様化に対応した保育サービ
スの充実を図り、保護者がゆとりを持って子どもと向き合えるよう支援します。

子どもや子育て家庭が暮らしやすいまちづくりに向けて、公園や通学路の安全確保、防犯活動や見守り等を進
め、地域全体で子どもを見守り、育んでいくまちをめざします。
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子ども・子育て支援事業の提供体制

　本町の将来の子ども人口は、今後５年間、微増傾向で推移することが見込まれます。

　保護者が、子どものための教育・保育給付を受けるには、子どもの保育の必要性について、国が定める基準に基
づいた町の教育・保育認定を受ける必要があります。教育・保育認定の区分は、次の３つの区分となります。

認定区分
・

利用施設

単位：人

認定こども園（短時部）満３歳以上、教育を希望

保育園、認定こども園（長時部）

保育園、認定こども園（長時部）

満３歳以上、保育の必要性認定（保育を希望）

満３歳未満、保育の必要性認定（保育を希望）

1号認定

1号認定
量の見込み 45

57

25

41

31

57

8

24

182

210

40

57

28

41

31

57

8

24

162

210

令和７年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度

確保方策

2号認定

2号認定

3号認定

3号認定（0歳）

3号認定（1歳）

3号認定（2歳）

量の見込み

確保方策

量の見込み

確保方策

量の見込み

確保方策

量の見込み

確保方策

40

57

28

41

34

57

8

24

163

210

41

57

28

41

34

57

8

24

164

210

42

57

27

41

34

57

8

24

169

210

1,274 1,267 1,278 1,285 1,263 1,278 1,283 1,289 1,304 1,313

209

212

409

444

209

207

205

210

210

209

205

194

207

185

208

207

193

226

421414

437 442

433

433

467

397

493

393

494

374

490

380

184

242

497

381

207

239

482

385

0

200

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600
(人）

0～5歳 6～11歳 12～14歳 15～17歳

実績 推計

将来の子どもの人口

幼児教育・保育の量の見込みと確保方策
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乳児等
通園支援事業

5人日
０歳６か月から２歳までの未就園児を対象に、保育所等において一時的な預かりを行い、適切な
遊びや生活の場を与えるとともに、保護者との面談を通じて、乳児・児童および保護者の心身の
状況や養育環境を把握し、子育てに関する助言や情報提供等の援助を行います。

事業の概要 量の見込み（令和11年度）事業名

利用者支援事業

時間外保育事業

１箇所１箇所

200人188人

159回

教育・保育施設や地域の子育て支援事業な
どの情報提供および必要に応じ相談・助言
などを行うとともに、関係機関との連絡調整
等を実施します。

保育認定を受けた子どもについて、通常の利用時間以外の時間に、保
育園、認定こども園等で保育を行います。

基本型・特定型・
こども家庭センター型
妊婦等包括相談支援
事業型

事業の概要 量の見込み（令和11年度）実績値（令和５年度）事業名

病児保育事業 43人42人

2人2人

保護者が就労している場合等において、子どもが病気の際に自宅で
の保育が困難な場合、一時的にその子どもを保育する事業で、湖東定
住自立圏事業として、彦根市の医療機関で実施しています。

妊婦健康診査
61人

（493回）
62人

（450回）
妊婦の健康の保持・増進を図るため、妊婦健康診査用受診券等を発
行します。

乳児家庭全戸
訪問事業

52人41人
生後４か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子育て支援に関する情報
提供や養育環境等の把握を行う事業です。

産後ケア事業 6人２人
産後に心身のケアや育児のサポート等を必要とする方を支援する
事業です。

養育支援
訪問事業

31人16人
養育支援が特に必要な家庭を訪問し、指導や助言等を行うことに
より、適切な養育の実施を確保します。

子育て世帯訪問
支援事業

15人
家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭等を訪問
し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事・子育て等
の支援を行います。

親子関係形成
支援事業

２人
児童との関わり方や子育てに悩みや不安を抱えている保護者に対
し、情報の提供、相談および助言、講習会等を行います。

ファミリー・
サポート・
センター事業

子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）からの要請に応じて、子育
てのお手伝いができる人（提供会員）が子育てのサポートを実施する
事業で、湖東定住自立圏事業として、彦根市ファミリー・サポート・セン
ターが実施しています。

放課後児童クラブ 200人122人
保護者が昼間家庭にいない児童に対し、放課後の生活や遊びの場を
確保し、健全な育成を図ります。

子育て短期支援
事業

2人0人
保護者の疾病等の理由で養育が一時的に困難となった場合に、児童
養護施設等で必要な保護を行います。

地域子育て支援
拠点事業

1,854人2,034人
多賀町総合福祉保健センター「ふれあいの郷」および大滝たきのみやこ
ども園に併設する子育て支援センターで、親子同士の交流や相談等を実
施します。

一時預かり事業
384人377人

227人 84人

乳幼児について、保育園・認定こども園、そ
の他の場所において、一時的な預かりを行
います。

幼稚園型

幼稚園型以外

地域子ども・子育て支援事業

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）
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教育施設等

スポーツ団体

多賀中学校

多賀小学校

大滝小学校
小学校

中学校

多賀町教育支援教室「虹」（ふれあいの郷内）

多賀町放課後児童クラブ

子育て関連情報一覧

多賀町多賀221-1 0749-48-8115（平日8：30～17：15）

こども家庭相談窓口

多賀町役場福祉保健課

施設名等 電話番号・住所等

多賀町多賀221-1 0749-48-8137（平日8：30～17：15）多賀町子ども・家庭応援センター

彦根市和田町41 0749-21-0283（平日8：30～17：15）湖東子ども家庭相談室（湖東健康福祉事務所内）

彦根市小泉町932-1 0749-24-3741（平日8：30～17：15）彦根子ども家庭相談センター（児童相談所）

0120-007-110（平日8：30～17：15）子どもの人権110

病児保育室　こあら

077-524-2030（9：00～21：00毎日、
年末年始を除く）

こころんだいやる

多賀町多賀221-1 0749-48-8137

多賀町多賀221-1 0749-48-8137

多賀町多賀210 0749-48-0008

多賀町川相568 0749-49-0313

多賀町多賀738 0749-48-0004

多賀町多賀1441-1 0749-49-3661

多賀町久徳844-1 0749-48-0274

多賀町富之尾1586-5 0749-49-0312

多賀町多賀1508 0749-48-0204

多賀町多賀722-59 0749-48-1301

高取山ふれあい公園

ダイニックアストロパーク天究館

多賀町藤瀬1090 0749-49-0635

多賀町多賀283-1 0749-48-1820

多賀町立博物館

多賀町立図書館

多賀町四手976-2 0749-48-2077

多賀町四手976-2 0749-48-1142

多賀町B&G海洋センター

滝の宮スポーツ公園

多賀町多賀245-2 0749-48-1625

多賀町富之尾1586-5 0749-47-1325

多賀町中央公民館「多賀結いの森」

結いの森公園

多賀町久徳160-2 0749-48-1800

多賀町久徳160-1 0749-48-8122（多賀町企画課）

NPO法人多賀やまびこクラブ（B&G海洋センター内）

多賀町スポーツ少年団（多賀町生涯学習課内） 多賀町久徳160-2 0749-48-8130

多賀町多賀245-2 0749-48-1115

彦根市戸賀町36-6 0749-47-5366

子育て関連施設
多賀町子育て支援センター（ふれあいの郷内）

多賀町教育委員会
事務局生涯学習課

子育てサークル

子どもと出掛けられる施設

子育てサークル　パオパオ

保育園（公立） 多賀ささゆり保育園

大滝たきのみやこども園

久徳うぐいすこども園

なつめ保育園

子育て支援サークル　たんぽぽ

認定こども園（公立）

小規模保育事業所(私立)

多賀町富之尾1586-5 070-9276-4504（担当者直通）おおたき子育て支援センター(大滝たきのみやこども園内)

彦根市平田町670 0749-24-3920

0749-48-8130

彦根市ファミリー・サポート・センター

多賀町子ども・子育て応援プラン　2025
発行年月：令和７年３月　
発行：多賀町教育委員会事務局教育総務課　0749-48-8123　

多賀町子育て応援
ハンドブックも
ご覧ください多賀町福祉保健課 0749-48-8115
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